
『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て

先
行
研
究
の
検
討
と
新
発
見
の
類
本
史
料
の
射
程

石

丸

禎

〔
抄

録
〕

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
は
、
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）

に
大
覚
寺
宮
空
性
法
親
王
が
四
国
霊
場
を
御
巡
行
さ
れ
た
際
の
記
録
と
の
跋

文
を
持
ち
、
四
国
遍
路
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
古
の
紀
行
文
的
著
作
と
し
て

知
ら
れ
る
。

同
書
は
、
や
や
不
完
全
な
七
五
調
で
、
伊
予
国
の
記
述
が
半
分
以
上
を
占

め
、
南
朝
方
の
史
跡
に
詳
し
く
、
遍
路
道
か
ら
外
れ
た
場
所
の
記
述
も
見
ら

れ
る
な
ど
の
特
徴
が
あ
り
、
根
拠
は
不
十
分
な
が
ら
か
ね
て
か
ら
偽
書
説
が

あ
る
外
、
同
年
に
御
巡
行
を
さ
れ
た
の
は
当
時
の
大
覚
寺
門
跡
尊
性
法
親
王

で
あ
る
と
す
る
記
録
も
あ
る
こ
と
な
ど
、
先
行
研
究
に
お
い
て
多
く
の
不
審

点
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
。

本
論
で
は
、
こ
れ
ら
広
範
囲
に
及
ぶ
不
審
点
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
、

新
た
に
発
見
し
た
類
本
史
料
の
検
討
か
ら
、
本
書
の
原
著
と
し
て
略
本
が
存

在
し
、
伊
予
国
の
記
述
の
み
を
加
筆
し
た
未
完
の
著
作
が
本
書
で
あ
ろ
う
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
。

以
上
の
検
討
を
通
じ
、
本
書
は
、
寛
永
一
五
年
当
時
の
空
性
法
親
王
の
四

国
霊
場
御
巡
行
を
今
に
伝
え
る
著
作
で
あ
る
可
能
性
が
十
分
に
高
い
こ
と
を

示
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド

空
性
法
親
王
、
御
巡
行
記
、
遍
路
、
真
念
庵
、
今
治
拾
遺

一

『
御
巡
行
記
』
と
は

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』（
以
下
、『
御
巡
行
記
』
と
い
う
。）
は
、

寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）
に
大
覚
寺
宮
空
性
法
親
王
が
四
国
霊
場
を
御
巡
行
さ

れ
た
際
の
記
録
と
の
跋
文
を
持
ち
、
四
国
遍
路
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
古
の
紀
行

文
的
著
作
と
し
て
知
ら
れ
る
。
同
跋
文
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

抑
此
一
巻
者
、
洛
西
嵯
峨
御
所
大
覺
寺
宮
二
品
空
性
法
親
王
殿
下
寛
永
十
五

年
秋
起
八
月
同
終
十
一
月
、
豫
土
阿
讃
四
國
靈
場
御
巡
行
之
途
、
路
名
区
旧
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蹟
扈
徒
之
節
、
依
䑓
命
職
執
筆
畢
、

豫
州
菅
生
山
大
寶
寺

權

少

僧

正

賢

明

花
押

本
文
の
文
体
は
散
文
で
は
な
く
、
七
五
調
で
あ
る
。
過
去
か
ら
偽
書
説
が
あ
る

外
、
近
年
に
も
多
数
の
疑
問
点
を
指
摘
す
る
小
松
勝
記
氏
の
論
考
が
あ
る
。
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
、
以
下
第
四
項
で
詳
論
す
る
。

二

『
御
巡
行
記
』
の
類
本
と
所
在

『
御
巡
行
記
』
は
、『
國
文
東
方
佛
教
叢
書
』（
第
一
輯

第
七
巻

紀
行
部
）
に

所
収
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
六
）
六
月
一
五
日
の
発
行

で
、
編
纂
者
は
鷲
尾
順
敬
氏
で
あ
る
。
当
初
は
、
国
文
東
方
仏
教
叢
書
刊
行
会
の

発
行
で
、
後
に
昭
和
二
年
に
東
方
書
院
か
ら
再
版
さ
れ
て
い
る
。
表
題
に
は
「
空

性
法
親
王
四
國
靈
場
御
巡
行
記

權
僧
正
賢
明
記
」、
奥
書
に
は
「
鷲
尾
順
敬

三

浦
章
夫

校
註
」
と
あ
る
。
頭
註
が
設
け
ら
れ
、
八
十
八
か
所
霊
場
の
所
在
地
と

御
詠
歌
、
簡
単
な
注
釈
が
書
か
れ
て
い
る
。
冒
頭
部
に
は
「
空
性
法
親
王
四
國
靈

場
御
巡
行
記
解
題
」
と
す
る
解
題
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

次
に
、
伊
予
史
談
会
編
『
四
国
遍
路
記
集
』（
伊
予
史
談
会
叢
書

第
一
集
）
に

も
、『
御
巡
行
記
』
が
所
収
さ
れ
て
い
る
。
同
書
は
、
昭
和
五
六
年
八
月
一
五
日

初
版
発
行
で
、
編
集
・
発
行
は
伊
予
史
談
会
で
あ
る
。
表
題
に
は
「
空
性
法
親
王

四
国
霊
場
御
巡
行
記

賢
明
」、
奥
書
に
は
「
鷲
尾
順
敬
・
三
浦
章
夫
校
訂
の
「
国

文
東
方
仏
教
叢
書
紀
行
部
」
同
書
に
よ
る
。」
と
あ
る
。『
國
文
東
方
佛
教
叢
書
』

に
あ
っ
た
頭
註
と
、
解
題
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
本
文
に
段
落
が
付
け
ら
れ
、

『
四
国
遍
路
記
集
』
の
巻
末
に
、
越
智
通
敏
氏
に
よ
る
収
録
史
料
の
解
題
が
ま
と

め
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
伊
予
史
談
会
蔵
『
伊
豫
書
籍
要
集
十
六
』
に
は
、
手
書
写
本
『
嵯
峨

御
所
大
覚
寺
宮
二
名
洲
御
巡
行
略
記
』（
以
下
、『
略
記
』
と
い
う１

）

。）
が
あ
る
。

『
伊
豫
書
籍
要
集
十
六
』
は
、
伊
予
史
談
会
が
所
蔵
す
る
古
文
献
の
集
成
録
で
、

『
略
記
』
を
含
む
多
く
は
伊
予
史
談
会
用
箋
へ
の
手
書
写
本
で
あ
る
。
最
終
頁
に

「
昭
和
四
年
六
月
製
本
」
と
あ
り
、
小
松
勝
記
氏
は
「
西
園
寺
源
透
の
指
示
と
で

き
る
そ
う
だ
」
と
し
て
い
る
。

『
略
記
』
の
表
題
は
、
外
題
と
内
題
が
微
妙
に
異
な
り
、
外
題
は
『
大
覚
寺
宮

四
国
御
巡
行
略
記
』、
内
題
は
『
嵯
峨
御
所
大
覚
寺
宮
二
名
洲
御
巡
行
略
記
』
で

あ
っ
て
、『
御
巡
行
記
』
と
同
じ
で
は
な
い
。
解
題
、
頭
註
や
脚
注
は
な
く
、
巻

末
に
は
、
参
考
文
献
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
句
読
点
や
段
落
は
な
い
。

以
上
が
『
御
巡
行
記
』
の
周
知
の
類
本
で
あ
る
が
、
今
般
、
第
五
三
番
円
明
寺

か
ら
、
現
在
の
臼
井
大
師
堂
（
臼
井
御
来
迎
）
ま
で
の
記
述
が
収
録
さ
れ
た
類
本

史
料
を
発
見
し
た
。
こ
れ
は
、『
今
治
拾
遺
』
寺
院
第
二
十
一
之
巻
の
国
分
寺
の

項
に
収
録
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
以
下
、「『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
」
と
い
う
）。

『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
内
容
と
、
外
の
類
本
と
の
比
較
、
そ
の
検
討
か
ら
分

か
る
こ
と
等
に
つ
い
て
は
、
以
下
第
五
項
で
詳
論
す
る
。

三

『
御
巡
行
記
』
と
『
略
記
』
の
内
容

一
）
共
通
す
る
特
徴

『
御
巡
行
記
』
と
『
略
記
』
は
、
表
題
、
著
者
名
と
跋
文
、
参
考
文
献
以
外
は
、

全
文
が
七
五
調
で
あ
る
。
基
本
的
に
御
巡
行
の
ル
ー
ト
に
沿
っ
て
記
述
が
さ
れ
て

い
る
が
、
七
五
調
で
あ
る
か
ら
、
一
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
と
、
そ
の
節
全
体
が
何

を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
解
読
す
る
必
要
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
一
部
掛
詞
は
用

二

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



い
ら
れ
て
い
る
が
、
和
歌
の
如
き
難
解
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
と
い
え
る
。

八
十
八
か
所
に
つ
い
て
は
、
後
記
（
三
）
記
載
の
と
お
り
第
一
番
か
ら
第
一
〇

番
ま
で
を
除
き
漏
れ
な
く
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
現
在
の
別
格
二
十
霊
場
は
、
記

載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
多
く
の

寺
院
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て
い
る
外
、
名
所
旧
蹟
、
各
地
の
神
社
や
城
址
に
つ
い

て
の
記
述
が
多
い
。
ま
た
、
一
部
土
地
に
伝
わ
る
伝
説
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。
さ

ら
に
、
南
朝
方
の
遺
跡
に
つ
い
て
の
記
述
が
豊
富
で
、
伊
予
国
の
記
述
が
他
の
三

国
に
比
べ
て
圧
倒
的
に
多
い
。
具
体
的
に
は
、『
略
記
』
に
お
い
て
は
、
伊
予
国

の
記
述
が
四
三
三
九
文
字
で
全
体
の
約
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
讃
岐
国
の
記
述
が
一

二
〇
八
文
字
で
同
約
一
六
パ
ー
セ
ン
ト
、
阿
波
国
の
記
述
が
八
二
三
文
字
で
同
約

一
一
パ
ー
セ
ン
ト
、
土
佐
国
の
記
述
が
一
四
一
八
文
字
で
同
約
一
八
パ
ー
セ
ン
ト

で
あ
っ
て
、
伊
予
国
の
記
述
が
半
分
以
上
を
占
め
、
六
割
に
も
迫
る
勢
い
で
あ
る
。

土
地
に
伝
わ
る
伝
説
の
記
述
は
土
佐
国
に
多
く
、
南
朝
方
の
遺
跡
に
つ
い
て
の
記

述
は
伊
予
国
に
多
い
。

二
）
比
較

『
御
巡
行
記
』
と
『
略
記
』
の
内
容
に
つ
い
て
の
詳
細
な
比
較
は
、
本
論
で
は

割
愛
せ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
お
よ
そ
以
下
の
こ
と
が
い
え
る
。

『
御
巡
行
記
』
と
『
略
記
』
は
、
お
よ
そ
同
じ
内
容
で
、
お
そ
ら
く
同
じ
原
本

を
源
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
一
部
『
略
記
』
に
あ
っ
て
『
御
巡
行
記
』
に

な
い
記
述
が
あ
る
。
ま
た
、
僅
か
数
文
字
が
異
な
っ
て
い
た
り
脱
落
し
て
い
た
り

す
る
こ
と
を
原
因
と
し
て
、『
御
巡
行
記
』
で
は
意
味
が
取
れ
な
か
っ
た
も
の
が
、

『
略
記
』
で
は
意
味
が
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
こ
ろ
も
多
い
。
同
じ
原
因
か
ら
、

『
御
巡
行
記
』
は
七
五
調
が
崩
れ
て
い
る
部
分
が
多
い
。
そ
の
点
、
比
較
的
『
略

記
』
の
七
五
調
は
整
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、『
御
巡
行
記
』
に
は
ル
ビ
が
付
さ
れ

て
い
る
が
、
ル
ビ
の
間
違
い
に
よ
り
七
五
調
が
崩
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
翻

刻
に
ま
で
至
っ
た
『
御
巡
行
記
』
の
内
容
は
、
む
し
ろ
手
書
写
本
で
あ
る
『
略

記
』
に
比
べ
、
原
本
か
ら
よ
り
多
く
変
質
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三
）
経
由
地
と
コ
ー
ス

経
由
地
と
コ
ー
ス
の
詳
細
な
検
討
に
つ
い
て
も
本
論
で
は
割
愛
せ
ざ
る
を
得
な

い
が
、
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

記
述
は
第
四
四
番
大
宝
寺
か
ら
始
ま
り
、
現
在
の
札
所
番
号
順
に
伊
予
国
か
ら

讃
岐
国
へ
、
い
ま
で
い
う
順
打
ち
で
周
り
、
第
八
八
番
大
窪
寺
に
至
っ
て
、
そ
こ

か
ら
鳴
門
の
渦
潮
見
物
の
後
、
第
一
一
番
藤
井
寺
か
ら
札
所
番
号
順
に
阿
波
国
か

ら
土
佐
国
、
伊
予
国
と
周
り
、
第
四
四
番
大
宝
寺
に
戻
っ
て
筆
を
置
い
て
い
る
。

左
右
の
山
々
や
、
城
址
等
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
的
な
記
述
に
つ
い
て
は
、
実
際
に

そ
こ
を
訪
れ
た
と
い
う
よ
り
は
、
例
え
ば
現
代
の
観
光
バ
ス
の
右
手
左
手
の
案
内

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
り
、
眺
望
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
っ
た
り
す
る
と
考
え

る
こ
と
も
で
き
る
と
は
い
え
、
特
に
伊
予
国
に
お
い
て
は
、
八
十
八
か
所
を
結
ぶ

最
短
ル
ー
ト
か
ら
か
な
り
外
れ
て
い
た
り
、
迂
回
し
て
い
た
り
す
る
部
分
も
あ
る
。

浮
島
神
社
（
伝
長
慶
天
皇
御
陵
墓
）
周
辺
に
立
ち
寄
ら
れ
て
い
る
の
も
、
現
在
の

遍
路
道
と
異
な
る
部
分
で
あ
る
が
、
特
に
、
福
見
山
や
石
鎚
山
周
辺
な
ど
は
、
実

際
に
は
立
ち
寄
ら
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
伊
予
国
に
お
い
て

ル
ー
ト
の
迂
回
等
が
顕
著
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
般
新
た
に
発
見
し

た
類
本
史
料
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
検
討
に
よ
り
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
も
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の
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
第
五
項
で
述
べ
る
。

ま
た
、
阿
波
国
の
第
一
番
霊
山
寺
か
ら
第
一
〇
番
切
幡
寺
ま
で
は
、「
十
里
所

打
過
て
」（『
御
巡
行
記
』
で
は
、「
十
里
十
箇
所
打
過
て
」）
と
書
か
れ
、
記
述
が

省
略
さ
れ
て
い
て
、
確
た
る
足
取
り
が
摑
め
な
い
。「
左
は
白
鳥
の
神
の
瑞
垣
恭

敬
し
」
と
白
鳥
神
社
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
書
き
方
か
ら
は
、
白
鳥
神
社

を
経
由
し
た
の
で
は
な
く
、
遠
く
か
ら
望
み
恭
敬
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

る
。
そ
う
す
る
と
、
大
窪
寺
か
ら
切
幡
寺
へ
抜
け
、
霊
山
寺
ま
で
の
間
は
逆
打
ち

で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
と
も
い
え
る
。
霊
山
寺
を
打
っ
た
後
に
は
鳴
門
の
渦
潮

見
物
に
向
か
い
、
撫
養
の
港
に
上
陸
し
て
、
ま
さ
に
「
揖
を
帰
し
」
て
大
麻
彦
神

社
を
詣
で
、
勝
瑞
城
の
辺
り
で
吉
野
川
を
渡
り
、
焼
山
寺
へ
向
か
っ
た
こ
と
も
考

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
右
の
指
摘
の
外
は
、
大
き
く
は
現
在
の
遍
路
の
コ
ー
ス

と
変
わ
ら
な
い
と
い
え
る
。

四

小
松
論
考
に
つ
い
て

一
）
小
松
論
考
と
は

平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
一
一
月
二
日
愛
媛
大
学
で
行
わ
れ
た
第
一
回
四
国

地
域
史
研
究
大
会
の
研
究
集
会
に
お
い
て
、
高
知
県
歴
史
民
俗
資
料
館
の
小
松
勝

記
氏
が
、「
創
作
さ
れ
た
四
国
ヘ
ン
ロ
資
料
『
空
性
法
親
王
四
國
靈
場
御
巡
行

記
』」
と
題
し
て
発
表
を
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
内
容
は
、「
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
」
研
究
会
編
『「
第
一
回
四
国
地
域

史
研
究
大
会
｜
四
国
遍
路
研
究
前
進
の
た
め
に
｜
」
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究

集
会
プ
ロ
シ
ー
デ
ィ
ン
グ
ズ
』
と
し
て
二
〇
〇
九
年
三
月
に
刊
行
さ
れ
、
同
書
の

内
容
は
現
在
愛
媛
大
学
付
属
「
四
国
遍
路
・
世
界
の
巡
礼
研
究
セ
ン
タ
ー
」
の
ウ

ェ
ブ
ペ
ー
ジ
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
項
で
は
、
同
書
収
録
の
小
松
勝
記
氏

の
論
考
（
以
下
、「
小
松
論
考
」
と
い
う
。）
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
た
い
。

『
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
先
行
研
究
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
本
小

松
論
考
の
み
で
あ
る
。

二
）
小
松
論
考
が
指
摘
す
る
不
審
点

小
松
論
考
は
、
そ
の
序
論
で
、

四
国
巡
拝
を
記
し
た
最
古
の
も
の
と
さ
れ
る
文
献
に
、『
空
性
法
親
王
四

國
靈
場
御
巡
行
記
』
が
あ
る
。
全
文
を
七
五
調
で
綴
り
美
文
と
の
評
価
も
み

ら
れ
る
が
、
七
五
調
は
各
所
で
崩
れ
無
理
の
多
い
文
章
と
な
っ
て
い
る
。
霊

場
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
寺
院
の
描
写
に
、
臨
場
感
が
感
じ
ら
れ
ず
周
辺

の
人
物
像
も
見
え
な
い
。
ま
た
時
代
性
の
錯
誤
も
あ
り
、
四
国
霊
場
の
巡
行

記
と
す
る
に
は
実
質
的
内
容
が
乏
し
す
ぎ
る
。

こ
れ
ま
で
も
重
要
な
文
献
と
は
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
あ
る
程
度
の
不
審
を

抱
か
れ
な
が
ら
も
、「
表
題
」
と
「
寛
永
十
五
年
八
月
」
の
み
が
利
用
さ
れ

て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。
本
稿
で
は
出
典
、
原
本
、
写
本
等
に
つ
い
て
改

め
て
検
討
、
文
言
の
整
合
性
を
検
証
、『
御
巡
行
記
』
の
真
偽
を
考
察
し
て

い
き
た
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
そ
の
外
、
多
く
の
不
審
点
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
類
型
化
し
て

整
理
す
る
と
、
主
な
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
で
き
る
だ
け
小
松

論
考
自
体
の
記
述
を
用
い
る
。

１

伊
予
国
の
記
述
が
多
い

四

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



ⅰ

『
御
巡
行
記
』
の
文
章
を
行
単
位
で
比
較
し
て
み
る
と
、
活
字
本
に
お
け
る

題
字
と
後
記
を
除
い
た
本
文
二
百
十
五
行
の
う
ち
、
伊
豫
は
百
二
十
一
行
で
五

六
％
、
讃
岐
は
三
十
五
行
一
六
％
、
阿
波
二
十
三
行
一
一
％
、
土
佐
三
十
六
行

一
七
％
と
半
分
以
上
が
伊
豫
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。

２

南
朝
の
史
跡
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い

ⅰ

愛
媛
県
に
お
け
る
寺
社
、
特
に
神
社
と
そ
の
祭
神
の
記
述
が
多
く
、
中
豫
の

高
縄
半
島
と
そ
の
周
辺
に
お
い
て
詳
し
い
。

ⅱ

全
体
的
に
幕
末
の
勤
王
思
想
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
、
南
朝
を
美
化
し
た

皇
国
史
観
に
立
っ
た
と
思
え
る
文
章
で
あ
る
。

３

コ
ー
ス
に
疑
問
が
あ
る

ⅰ

路
程
は
各
所
で
前
後
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
美
文
調
に
記
述
す
る
た
め
と
考

え
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ヘ
ン
ロ
が
立
ち
寄
ら
な
い
札
所
か
ら
離
れ
た

所
も
多
い
。

ⅱ

香
園
寺
が
横
峰
寺
の
後
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
承
応
二
年
（
一
六
五

三
）
澄
禅
の
『
四
國
辺
路
日
記
』
で
は
「
国
分
寺
｜
一
宮
（
寶
壽
寺
）
｜
香
園

寺
｜
横
峰
寺
」
と
回
る
が
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
真
念
の
『
道
指
南
』
で

「
国
分
寺
｜
横
峰
寺
｜
香
園
寺
｜
一
宮

寶
壽
寺
）」
と
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
れ

は
一
宮
が
洪
水
で
社
地
を
移
し
た
た
め
で
あ
り
、『
奉
納
四
國
中
辺
路
之
日
記
』

（
資
料
紹
介
・『
奉
納
四
國
中
辺
路
之
日
記
』

内
田
九
州
男

）
も
澄
禅
と
同
じ

順
序
で
あ
る
。

ⅲ

現
存
す
る
へ
ン
ロ
日
記
や
納
経
帳
に
大
麻
比
古
神
社
が
見
え
る
の
は
稀
で
あ

り
、
ま
た
札
所
を
回
れ
ば
勝
瑞
城
へ
の
路
程
は
と
ら
な
い
。
ま
た
「
十
里
十
箇

所
」
の
表
現
は
あ
る
の
だ
が
、「
へ
ン
ロ
」
を
し
た
人
の
言
葉
と
し
て
は
省
略

が
過
ぎ
よ
う
。

ⅳ

飛
石
を
通
れ
ば
野
根
山
は
見
え
な
い
。

ⅴ

木
の
丸
殿
は
高
知
市
西
部
に
あ
る
朝
倉
神
社
を
指
し
道
程
に
は
入
ら
な
い
。

４

江
戸
初
期
に
は
確
認
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る

ⅰ

日
本
三
景
、
四
国
三
郎
、
大
洲
、
南
に
高
き
銅
の
山
、
藍
屋
の
御
坊
、
等
。

５

当
時
の
事
実
と
異
な
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
記
述
が
見
ら
れ
る

ⅰ

五
台
山
か
ら
禅
師
峰
寺
の
あ
る
山
は
見
え
な
い
。

ⅱ

（
月
山
神
社
の
項
に
「
堂
も
社
も
無
事
な
る
は
」
と
あ
る
が
）
江
戸
期
、
忠

義
公
寄
進
の
堂
舎
は
寛
永
よ
り
後
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
二
度
に
わ
た
り
焼
失
、

そ
の
後
は
粗
末
な
庵
だ
っ
た
こ
と
が
『
南
路
志
』
に
見
え
る
。
幕
末
に
旅
し
た

士
佐
藩
士
の
紀
行
文
も
同
様
で
あ
る
。
明
治
に
な
っ
て
神
社
と
し
て
再
建
さ
れ

た
後
な
ら
ば
わ
か
る
が
。

ⅲ

（
山
頼
和
霊
社
に
つ
い
て
）
伊
達
宇
和
島
藩
、
初
代
藩
主
秀
宗
の
家
老
で
、

元
和
六
年
非
業
の
最
後
を
遂
げ
た
、
山
家
清
兵
衛
公
頼
（
や
ん
べ
せ
え
べ
え
き

み
よ
り
）
を
祀
る
和
霊
神
社
の
こ
と
だ
が
、『
宇
和
舊
記
』
で
は
承
応
年
間
に

建
立
、
元
禄
十
三
年
に
明
神
号
を
授
与
と
書
か
れ
る
。『
角
川
地
名
大
辞
典
』

は
伊
達
宇
和
島
藩
初
期
、
藩
政
改
革
の
対
立
か
ら
一
家
は
政
敵
に
暗
殺
さ
れ
た

が
、
藩
の
政
治
が
確
立
し
た
頃
か
ら
追
慕
さ
れ
は
じ
め
、
承
応
二
年
（
一
六
五

三
）
小
祠
が
建
て
ら
れ
た
と
あ
る
。

『
大
海
集
』

刊
本
『
南
路
志
』
十
、
所
収
）に
は
、
山
家
清
兵
衛
尉
殿
ハ
元

和
六
庚
申
年
六
月
廿
八
日
、
と
か
な
き
に
さ
ん
言
に
て
御
卒
去
（
中
略
）
そ
の

年
ゟ
三
十
八
年
ニ
至
、
明
暦
三
丁
酉
六
月
廿
四
日
よ
り
和
霊
大
明
神
と
奉
仰
」

と
あ
っ
て
、
寛
永
年
間
は
墓
所
だ
け
の
可
能
性
が
大
き
い
。

五

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



ⅳ

（
真
念
庵
に
つ
い
て
）
こ
れ
ま
で
の
論
考
に
添
え
ば
、
真
念
庵
の
建
立
は
天

和
二
年
（
一
六
八
二
）
と
な
り
、
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
と
の
間
に
四
十

五
年
の
開
き
が
で
き
る
。
確
か
に
建
物
は
そ
れ
位
の
年
月
が
経
て
ば
、
建
て
直

す
必
要
が
出
て
く
る
の
で
再
建
と
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
さ
ら
に
真
念

の
享
年
を
七
十
歳
と
仮
定
し
て
、
同
一
人
の
真
念
が
二
度
建
て
た
と
す
れ
ば
、

最
初
は
十
六
歳
と
な
る
。
こ
れ
で
は
あ
ま
り
に
若
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
ま

た
享
年
を
八
十
歳
と
し
て
も
、
二
十
六
歳
で
単
な
る
頭
陀
聖
で
あ
っ
た
と
す
れ

ば
、
そ
の
真
念
に
そ
の
よ
う
な
経
済
力
が
あ
っ
た
の
か
疑
問
が
お
こ
る
。
寄
進

を
募
る
と
し
て
も
多
く
の
喜
捨
が
集
ま
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

６

過
去
か
ら
偽
書
説
が
あ
る

ⅰ

昭
和
三
年
七
月
三
〇
日
発
行
『
伊
豫
史
談
第
五
十
四
號
』
の
伊
豫
圖
書
目
録
。

〇
二
名
洲
御
巡
行
略
記

理
覺
坊
執
筆

一
冊

幡
多
寺
、
西
、
山
、
長

寛
永
十
五
年
、
嵯
峨
大
覺
寺
空
性
法
親
王
四
國
御
巡
行
記
也
、
後
世
竄
入

し
て
原
質
を
失
ひ
、
今
は

書
と
み
ら
る
る
に
至
れ
り
。

ⅱ

昭
和
一
二
年
一
〇
月
二
五
日
発
行
『
伊
豫
史
談
第
九
十
二
號
』（『
伊
豫
史
談

第
二
十
三
巻
第
四
琥
』
と
し
て
復
刻
）、
西
園
寺
源
透
の
「
四
國
靈
場
考
」
と

題
し
た
論
考
。

（
は
）
大
覺
寺
宮
二
名
洲
巡
行
略
記

此
書
は
七
五
調
の
韻
文
に
し
て
、
所

謂
和
讃
體
の
も
の
で
、
好
文
句
の

多
い
趣
味
あ
る
文
章
で
あ
る
、
後
世
得
能
桑
洲
等
が
猥
り
に
竄
入
潤
飾
し

て
、
眞

の
區
別
が
分
ら
ぬ
様
に
し
た
の
は
残
念
で
あ
る
、
併
し
寛
永
十

二
年
に
、
大
覺
寺
空
性
法
親
王
が
、
四
國
巡
行
あ
ら
せ
ら
れ
た
事
は
事
實

で
、
他
に
傍
證
が
二
三
あ
る
、
當
時
有
名
の
連
歌
師
里
村
玄
陳
が
随
行
し

あ
れ
ば
、
記
行
を
作
り
た
る
は
勿
論
で
あ
ら
う
、
そ
れ
が
其
儘
博
は
ら
な

い
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

７

後
世
の
書
誌
か
ら
の
盗
用
が
疑
わ
れ
る

ⅰ

記
述
さ
れ
る
内
容
を
検
討
し
て
い
け
ば
、『
古
跡
遊
覧
・
四
國
名
所
誌２

）

』
や

『
愛
媛
面
影３

）

』、『
四
國
辺
路
道
指
南４

）

』『
四
国
徧
礼
功
徳
記５

）

』
な
ど
、
地
誌
や
ヘ

ン
ロ
案
内
書
か
ら
引
用
し
た
雰
囲
気
を
強
く
感
じ
る
。

８

空
性
法
親
王
が
四
国
御
巡
行
を
さ
れ
た
と
す
れ
ば
別
の
時
期
で
あ
り
、

寛
永
一
五
年
に
御
巡
行
を
さ
れ
た
の
は
尊
性
法
親
王
で
あ
る

ⅰ

『
山
内
家
史
料６

）

』
等
に
よ
る
。

ⅱ

空
性
法
親
王
は
門
跡
を
退
隠
し
て
後
、
あ
る
時
期
に
は
大
寶
寺
に
止
住
し
て

お
り
、
誰
か
（
あ
え
て
賢
明
を
と
ら
な
い
）
を
供
に
四
国
を
巡
覧
し
て
い
た
可

能
性
は
残
る
。

三
）
不
審
点
の
検
討

小
松
論
考
が
指
摘
す
る
右
記
の
主
な
不
審
点
に
つ
い
て
、
以
下
に
検
討
す
る
。

１

『
御
巡
行
記
』
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
点
が
あ
る

前
述
の
と
お
り
、『
略
記
』
で
は
七
五
調
は
か
な
り
整
っ
て
い
る
。

ま
た
、『
御
巡
行
記
』
が
「
藍
屋
の
御
坊
」
と
し
て
い
る
部
分
は
『
略
記
』
で

は
「
塩
屋
の
御
坊
」
と
正
し
く
書
か
れ
て
い
る
し
、
月
山
神
社
の
項
で
『
御
巡
行

記
』
が
「
堂
も
社
も
無
事
な
る
は
」
と
し
て
い
る
部
分
は
、『
略
記
』
で
は
「
堂

も
社
も
此
寺
は
是
由
縁
有
る
寺
ぞ
な
ん
」
と
記
さ
れ
、
不
審
点
は
解
消
し
て
い
る
。

２

伊
予
国
の
記
述
や
南
朝
の
史
跡
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
い
こ
と
に
つ
い
て

こ
れ
に
つ
い
て
は
新
た
に
発
見
し
た
類
本
史
料
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
検
討

六

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



に
よ
り
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
第
五
項
で
述
べ
る
。

３

コ
ー
ス
の
疑
問
に
つ
い
て

全
体
の
コ
ー
ス
か
ら
か
な
り
外
れ
て
い
た
り
、
迂
回
し
て
い
た
り
す
る
部
分
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
三
項
の

三
）に
記
載
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま

た
、
そ
の
よ
う
な
記
述
が
ほ
ぼ
伊
予
国
だ
け
に
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前

記
２
と
同
じ
く
、
新
た
に
発
見
し
た
類
本
史
料
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
検
討
に

よ
り
新
た
な
知
見
が
得
ら
れ
る
も
の
と
考
え
る
。

次
に
、
香
園
寺
が
横
峰
寺
の
後
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

澄
禅
『
四
国
辺
路
日
記
』
に
は
、

一
ノ
宮
、
道
ゟ
一
町
斗
田
ノ
中
ニ
立
玉
へ
り
。
地
形
余
リ
ヒ
ク
ク
シ
テ
洪
水

ノ
時
悪
鋪
故
、
南
ノ
山
エ
度
々
移
奉
シ
カ
共
元
ノ
地
エ
安
座
可
在
由
、
度
々

託
宣
在
ル
故
此
所
ニ
御
座
卜
也
。
本
地
十
一
面
観
音
也
。
夫
ゟ
川
ヲ
渡
テ
一

本
松
卜
云
村
ヲ
過
テ
、
新
屋
敷
卜
云
所
ニ
右
ノ
社
僧
天
養
山
保
壽
寺
卜
云
寺

在
リ
。
寺
主
ハ
高
野
山
ニ
テ
数
年
学
セ
ラ
レ
タ
ル
僧
也
。
予
力
旧
友
ナ
レ
ハ

申
ノ
刻
ゟ
此
寺
ニ
一
宿
ス
。

三
日
寺
ニ
荷
俵
ヲ
置
テ
横
峯
エ
往
、
先
十
町
斗
往
テ
香
薗
寺
ニ
至
ル
。
一
ノ

宮
ゟ
十
八
町
ナ
リ
。（
中
略
）

夫
ゟ
元
ノ
如
ク
坂
ヲ
下
テ
保
壽
寺
ニ
還
タ
リ
。
其
夜
ハ
此
寺
ニ
宿
ス
。
上
下

六
里
。

と
あ
っ
て７

）

、
①
一
宮
は
洪
水
の
た
め
南
の
山
へ
度
々
遷
座
し
て
い
る
が
、
戻
り
た

い
と
の
託
宣
も
あ
っ
て
か
、
元
の
地
に
戻
し
た
こ
と
、
②
宝
寿
寺
の
住
職
は
澄
禅

の
旧
友
で
あ
っ
て
、
宝
寿
寺
に
泊
ま
り
、
翌
日
荷
物
を
置
い
て
香
園
寺
、
横
峰
寺

と
打
ち
、
ま
た
宝
寿
寺
に
戻
っ
て
一
泊
し
て
い
る
こ
と
、
が
分
か
る
。

『
先
達
教
典
』
に
よ
れ
ば
、
宝
寿
寺
（
一
宮
寺
）
は
、
寛
永
一
三
年
（
一
六
三

六
）
四
国
遍
路
の
行
者
宥
伝
上
人
に
よ
っ
て
現
在
地
に
移
転
、
再
興
さ
れ
、
宥
伝

上
人
を
再
興
の
祖
と
し
て
い
る８

）

。
す
な
わ
ち
、
水
害
に
よ
る
移
転
は
、
寛
永
一
五

年
（
一
六
三
八
）
当
時
既
に
一
度
は
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、『
四
国
辺
路

日
記
』
の
前
の
記
述
と
も
整
合
す
る
。

当
時
の
諸
記
録
の
参
拝
順
を
整
理
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

Ａ

『
御
巡
行
記
』『
略
記
』〔
寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）〕

国
分
寺
｜
横
峯
寺
｜
香
園
寺
｜
一
宮
（
移
転
後
）
｜
吉
祥
寺
｜
前
神
寺

Ｂ

澄
禅
『
四
国
辺
路
日
記
』〔
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）〕

国
分
寺
｜
一
宮
（
旧
社
地
）
｜
宝
寿
寺
｜
香
園
寺
｜
横
峰
寺
｜
宝
寿
寺

｜
吉
祥
寺
｜
前
神
寺

Ｃ

真
念
『
四
国
辺
路
道
指
南
』〔
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）〕

国
分
寺
｜
横
峰
寺
｜
香
園
寺
｜
一
宮
（
移
転
後
）
｜
吉
祥
寺
｜
前
神
寺

Ｄ

『
奉
納
四
國
中
辺
路
之
日
記
』〔
記
録
上
は
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）〕

国
分
寺
｜
一
宮
（
旧
社
地
か
）
｜
香
園
寺
｜
横
峰
寺
｜
吉
祥
寺
｜
前
神
寺

『
奉
納
四
國
中
辺
路
之
日
記
』
の
一
宮
が
旧
社
地
な
の
か
移
転
後
な
の
か
は
不

明
で
あ
る
が
、
仮
に
、
旧
社
地
で
あ
る
と
仮
定
し
て
考
え
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
の

記
録
が
、
実
は
各
経
由
地
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
合
理
的
な
ル
ー
ト
を
示
し
て
い
る

こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
一
宮
の
旧
社
地
（
白
坪
）
を
参
拝
す
る
場
合
は
、

次
に
香
園
寺
｜
横
峯
寺
と
打
ち
、
旧
社
地
を
経
由
せ
ず
移
転
後
の
一
宮
（
宝
寿

寺
）
に
参
る
場
合
は
、
横
峯
寺
｜
香
園
寺
｜
一
宮
（
宝
寿
寺
）
と
打
つ
の
で
あ
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、『
奉
納
四
國
中
辺
路
之
日
記
』
の
一
宮
は
、
旧
社
地
で
あ
る

こ
と
に
な
る
。

七

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
に
は
既
に
一
度
は
一
宮
（
宝
寿
寺
）
の
移
転
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
御
巡
行
記
』『
略
記
』
が
、
国
分
寺
｜
横
峯
寺
｜
香
園
寺

｜
一
宮
（
移
転
後
）
と
経
由
し
て
い
る
の
は
不
思
議
で
は
な
い
と
い
え
る
。

ま
た
、『
奉
納
四
國
中
辺
路
之
日
記
』
の
一
宮
が
旧
社
地
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
内
容
は
、
寛
永
一
三
年
（
一
六
三
六
）
の
移
転
前
の
著
作
で
あ
る
可
能
性
が

あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
内
田
九
州
男
氏
が
、「
お
そ
ら
く
こ
れ
（『
奉
納
四
国
中
辺

路
之
日
記
』）
に
先
行
し
か
つ
内
容
面
で
は
非
常
に
よ
く
似
た
「
辺
路
札
所
ノ
日

記
」
が
「
世
間
流
布
ノ
日
記
」
と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、（
澄
禅
の
頃
に
は
）

か
な
り
広
が
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か９

）

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
整

合
性
が
あ
り
、
興
味
深
い
。

次
に
、
一
番
か
ら
一
〇
番
ま
で
の
記
載
を
「
十
里
十
箇
所
」
と
し
て
省
略
し
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
。

一
番
か
ら
一
〇
番
ま
で
の
間
の
コ
ー
ス
に
つ
い
て
は
、
前
記
第
三
項
の
（
三
）

に
記
載
し
た
と
お
り
の
コ
ー
ス
で
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
一
番
か

ら
一
〇
番
ま
で
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
は
、
札
所
順
（
札
所
番
号
で
は
な

い
）
で
考
え
れ
ば
、
大
窪
寺
の
後
切
幡
寺
へ
出
れ
ば
、
こ
こ
で
円
環
が
成
立
す
る

か
ら
、
霊
山
寺
か
ら
法
輪
寺
（
一
番
か
ら
九
番
）
が
円
環
の
外
に
な
る
こ
と
と
、

切
幡
寺
（
一
〇
番
）
の
名
前
と
そ
の
由
来10

）

に
掛
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
得
る

と
考
え
る
。

次
に
、
朝
倉
神
社
と
あ
る
の
は
、
朝
峯
神
社
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

４

江
戸
初
期
に
確
認
さ
れ
て
い
な
い
言
葉
に
つ
い
て

江
戸
初
期
に
は
な
か
っ
た
言
葉
で
あ
る
と
の
証
明
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、
一
部

の
言
葉
が
後
世
に
変
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
得
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

大
洲
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
大
洲
の
呼
称
は
萬
治
元
年
以
降
と
の
指
摘
で
あ
る

が
、
こ
の
地
は
古
く
か
ら
大
洲
と
表
記
さ
れ
て
い
た
。
江
戸
開
幕
直
後
の
記
録
と

し
て
は
、
江
戸
幕
府
は
慶
長
一
四
年
九
月
に
、
淡
路
洲
本
城
主
脇
坂
安
治
を
伊
予

の
大
洲
城
に
移
し
て
二
万
石
を
加
増
し
、
代
わ
り
に
淡
路
を
藤
堂
高
虎
に
守
ら
せ

て
い
る
が
、
こ
の
際
の
記
録
が
多
く
の
史
料
に
残
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
寛

政
重
修
諸
家
譜
」
九
百
三
十
七
の
記
述
は
次
の
と
お
り
で
あ
る11

）

。

脇
坂
安
治
、
甚
内
、
中
務
小
輔
、
従
五
位
下
、
慶
長
十
四
年
九
月
、
須
本
を
あ
ら

た
め
て
、
伊
豫
國
大
洲
城
を
た
ま
ひ
、
加
増
あ
り
て
、
喜
多
浮
穴
風
早
三
郡

の
う
ち
尓
を
い
て
、
五
萬
三
千
五
百
石
を
領
春
（
す
）、

５

当
時
の
事
実
と
異
な
る
こ
と
が
疑
わ
れ
る
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

五
台
山
か
ら
禅
師
峰
寺
の
あ
る
山
は
見
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
例
え
そ
う

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
表
現
上
の
修
辞
と
し
て
許
容
さ
れ
る
範
囲
で
あ
ろ
う
。

月
山
神
社
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
前
記
１
に
記
載
の
と
お
り
で
あ
る
。

次
に
、
山
頼
和
霊
社
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

平
凡
社
『
日
本
歴
史
地
名
大
系

第
三
九
巻

愛
媛
県
の
地
名
』
に
は
、

事
件
後
寛
永
九
年
（
一
六
三
二
）
金
剛
山
正
眼
院
大
隆
寺
で
秀
宗
夫
人
桂

林
院
殿
の
三
回
忌
の
執
行
中
、
大
風
が
吹
い
て
本
堂
の
梁
が
落
ち
、
玄
審
が

圧
死
し
た
の
を
は
じ
め
、
事
件
の
関
係
者
と
目
さ
れ
た
人
々
が
海
難
や
落
雷

で
次
々
と
変
死
し
、
藩
内
の
人
々
は
公
頼
の
怨
霊
の
祟
り
と
し
て
恐
れ
た
。

ま
た
、
慶
安
二
年
（
一
六
四
九
）
の
大
地
震
、
寛
文
三
年
（
一
六
六
三
）
年

の
大
旱
魃
、
同
六
年
の
大
風
雨
、
享
保
の
大
飢
饉
等
も
怨
霊
の
祟
り
と
さ
れ

た
。最

初
、
森
安
の
八
面
大
荒
神
の
社
隅
に
小
祠
が
建
て
ら
れ
、
児
玉
（
み
こ

八

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



た
ま
）
明
神
と
称
し
、
公
頼
の
霊
を
祀
っ
た
。
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
六

月
二
四
日
、
公
頼
の
三
三
回
忌
に
宇
和
島
藩
は
公
頼
の
冤
罪
を
証
明
し
、
京

都
吉
田
家
か
ら
奉
幣
使
を
迎
え
て
檜
皮
杜
に
山
頼
和
霊
社
を
建
て
た
。
同
社

は
明
暦
二
年
（
一
六
五
六
）
六
月
に
向
山
へ
、
寛
文
七
年
六
月
に
森
安
へ
移

さ
れ
、
元
禄
一
三
年
（
一
七
〇
〇
）
一
一
月
に
は
吉
田
家
か
ら
明
神
号
を
授

与
さ
れ
、
享
保
一
三
年
（
一
七
二
八
）
和
霊
大
明
神
と
号
し
た
。

と
あ
る12

）

。

既
に
山
頼
和
霊
社
が
建
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、「
山
頼
和
霊
社
」
や

「
和
霊
社
」
と
書
き
、「
山
頼
の
神
霊
」
と
は
書
か
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
「
児
玉

明
神
」
を
「
山
頼
の
神
霊
」
と
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
真
念
庵
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
真
念
庵
及
び
宥
弁
真
念
に
関
す
る
略
年

表
を
書
け
ば
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ａ

宥
弁
真
念
の
生
年
は
不
明
で
あ
る
。

ｂ

寛
永
一
五
年
（
一
六
三
八
）『
御
巡
行
記
』
に
、「
真
念
庵
」
の
記
載
あ

り
。

ｃ

天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
宥
弁
真
念
、
真
念
庵
建
立
（『
土
佐
国
堂
記

抄
録13

）

』）。

ｄ

元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
宥
弁
真
念
閉
眼
（
白
木
利
幸
氏
の
論
考14

）

）。

右
の
と
お
り
、
真
念
庵
と
の
名
の
初
見
は
『
御
巡
行
記
』
で
あ
る
と
こ
ろ
、
天

和
二
年
（
一
六
八
二
）
に
宥
弁
真
念
が
真
念
庵
を
建
立
し
た
と
い
う
記
録
と
矛
盾

す
る
。
白
木
利
幸
氏
は
、
真
念
庵
が
移
転
の
た
め
二
度
建
立
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

こ
の
矛
盾
が
解
決
す
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が15

）

、
前
記
の
と
お
り
、
小
松
論
考

で
は
、
真
念
の
年
齢
か
ら
す
る
と
考
え
に
く
い
と
し
て
い
る
。

ⅰ

真
念
庵
の
記
述
に
つ
い
て

宥
弁
真
念
自
身
の
『
四
国
辺
路
道
指
南
』
に
は
、
次
の
と
お
り
書
か
れ
て
い
る16

）

。

○
市
野
瀬
村
、
さ
が
浦
よ
り
是
ま
で
八
里
。
此
村
に
真
念
庵
と
い
ふ
大
師
堂
、

遍
路
に
や
ど
を
か
す
。
こ
れ
よ
り
あ
し
ず
り
へ
七
里
。
但
さ
ゝ
や
ま
へ
か
け

る
と
き
ハ
、
此
庵
に
荷
物
を
お
き
、
あ
し
ず
り
よ
り
も
ど
る
。
月
さ
ん
へ
か

け
る
と
き
ハ
荷
物
も
ち
行
。
初
遍
路
ハ
さ
ゝ
や
ま
へ
か
け
る
と
い
ひ
つ
た
ふ
。

右
両
所
の
道
あ
な
い
こ
の
庵
に
て
く
ハ
し
く
た
づ
ね
ら
る
べ
し
。
こ
の
間
小

川
四
瀬
あ
り
。

遍
路
道
の
要
所
に
、
自
ら
が
建
立
し
た
大
師
堂
で
あ
る
。
小
松
論
考
が
い
う
と
お

り
、
若
く
し
て
は
困
難
な
、
そ
れ
な
り
の
困
難
を
伴
っ
た
で
あ
ろ
う
事
業
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
素
っ
気
な
い
表
現
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
方
で

真
念
は
、
宇
和
島
の
満
願
寺
に
つ
い
て
、『
四
国
辺
路
道
指
南
』
の
序
で
、

此
満
願
寺
、
八
十
八
ケ
の
中
に
あ
ら
ず
と
い
へ
ど
も
、
大
師
草
創
の
梵
宮
に

て
、
往
昔
は
大
伽
藍
な
り
し
が
、
破
壊
年
久
し
く
尽
る
に
な
ん
〳
〵
と
す
。

今
出
す
所
の
霊
場
記
、
道
し
る
べ
両
通
の
料
物
を
あ
つ
め
、
彼
寺
九
牛
が
一

毛
修
理
せ
む
事
、
そ
れ
が
し
愬
天
の
別
願
な
り
。

と
記
し17

）

、
同
満
願
寺
の
項
で
も
再
び
そ
の
情
熱
を
記
し
て
い
る18

）

。
真
念
は
、
自
ら

の
善
行
を
積
極
的
に
語
る
の
を
憚
る
タ
イ
プ
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
ら
の
意
思
や

行
動
を
情
熱
的
に
表
現
す
る
タ
イ
プ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
も
し

真
念
庵
が
真
念
の
建
立
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
多
く
の
人
々
の
協
力

を
得
た
前
例
と
し
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
記
さ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
寂
本
の
弟
子
中
宜
が
書
い
た
『
四
国
偏
礼
功
徳
記
』
の
跋
辞
に
は
、

四
国
の
う
ち
に
て
、
遍
礼
人
宿
な
く
艱
難
せ
る
所
あ
り
。
真
念
是
を
う
れ
へ
、
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遍
礼
屋
を
立
、
其
窮
労
を
や
す
め
し
む
。

と
あ
る19

）

。
細
か
い
違
い
だ
が
、
遍
礼
屋
で
あ
っ
て
大
師
堂
と
は
書
い
て
い
な
い
。

な
お
、
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
澄
禅
『
四
国
辺
路
日
記
』
に
は
、

是
ゟ
坂
ヲ
下
リ
テ
一
ノ
瀬
卜
云
所
ニ
至
ル
、
是
ゟ
足
摺
山
エ
七
里
也
。
寺
山

エ
往
ニ
ヲ
ツ
キ
、
ヲ
サ
ヽ
ト
テ
横
道
ノ
札
所
二
ケ
所
在
リ
。
ヲ
ツ
キ
ヘ
ハ
足

摺
山
ヲ
往
廻
リ
テ
海
辺
ヲ
通
リ
往
ニ
大
事
ノ
難
所
多
シ
ト
テ
、
皆
是
ゟ
七
里

往
テ
足
摺
山
ヲ
拝
シ
テ
、
又
七
里

テ
一
ノ
瀬
ゟ
寺
山
へ
往
ナ
リ
。
然
ハ
荷

俵
ヲ
一
ノ
瀬
ニ
置
テ
足
摺
山
へ
行
也
。

と
あ
り20

）

、
既
に
こ
の
地
に
は
足
摺
往
復
の
た
め
の
拠
点
施
設
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。

前
に
み
た
真
念
庵
の
建
立
に
つ
い
て
記
し
た
『
土
佐
國
堂
記
抄

』
は
、
延
享

五
年
（
一
七
四
八
）
に
藩
寺
社
方
の
編
集
し
た
も
の
を
明
治
二
一
年
（
一
八
八

八
）
に
抄
写
し
た
も
の
で
あ
る21

）

。
延
享
五
年
（
一
七
四
八
）
は
、『
四
国
辺
路
道

指
南
』
か
ら
六
一
年
、
真
念
閉
眼
か
ら
は
五
七
年
の
後
で
あ
る
。
そ
の
頃
に
は
真

念
庵
は
、
四
国
遍
路
の
普
及
に
功
績
の
あ
っ
た
宥
弁
真
念
の
建
立
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

ⅱ

「
真
念
庵
」
と
い
う
名
に
つ
い
て

真
念
の
フ
ル
ネ
ー
ム
は
「
宥
辨
真
念
」、
あ
る
い
は
「
宥
辨
真
念
房
」
で
あ
る

が
、
高
松
市
牟
礼
町
の
洲
崎
寺
に
あ
る
真
念
の
墓
に
「
大
法
師
眞
念
靈
位
」
と
あ

る22
）

こ
と
か
ら
も
、
法
名
は
真
念
で
あ
っ
て
宥
辨
は
道
号
な
の
で
は
な
い
か
。
な
お
、

房
号
が
法
名
と
同
じ
場
合
も
あ
る
。「
大
法
師
」
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
が
、

一
宗
の
正
式
な
伝
法
伝
授
を
受
け
て
い
な
い
僧
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る23

）

。

「
真
念
」
が
法
名
だ
と
す
る
と
、
自
ら
建
立
し
た
建
物
に
、
自
ら
の
法
名
と
同

じ
名
前
を
付
け
る
だ
ろ
う
か
。
自
ら
名
付
け
た
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
実
名

敬
避
俗
か
ら
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
生
前
に
、
法
名
と
同
じ
名
を
建
物
に
付
け
る

こ
と
は
避
け
ら
れ
る
は
ず
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
が
大
師
堂
で
あ
れ

ば
、
な
お
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
か
ら
私
は
、
真
念
庵
は
宥
弁
真
念
に
よ
る
建
立
で
は
な
い
も
の
と
考
え
る
。

６

過
去
か
ら
あ
る
偽
書
説
に
つ
い
て

二
説
と
も
根
拠
史
料
が
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
新
た
に

発
見
し
た
類
本
史
料
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
検
討
に
よ
り
新
た
な
知
見
が
得
ら

れ
る
も
の
と
考
え
る
。
詳
し
く
は
第
五
項
で
述
べ
る
。

７

後
世
の
書
誌
か
ら
の
盗
用
が
疑
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て

似
た
記
述
が
あ
る
と
す
れ
ば
、『
御
巡
行
記
』
の
記
述
を
、
後
世
の
著
作
が
引

用
し
た
と
考
え
る
の
が
普
通
で
あ
る
と
こ
ろ
、
敢
え
て
逆
で
あ
る
と
い
う
に
は
、

論
拠
が
必
要
で
あ
る
。

８

空
性
法
親
王
が
四
国
御
巡
行
を
さ
れ
た
と
す
れ
ば
別
の
時
期
で
あ
り
、
寛

永
一
五
年
に
御
巡
行
を
さ
れ
た
の
は
尊
性
法
親
王
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

い
わ
ゆ
る
『
山
内
家
史
料
』
に
は
、
寛
永
一
五
年
の
大
覚
寺
宮
の
四
国
御
巡
行

に
際
し
、
土
佐
藩
が
近
隣
藩
や
老
中
、
大
阪
屋
敷
等
と
情
報
交
換
を
行
っ
た
手
紙

を
含
め
、
御
巡
行
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
記
録
が
あ
る24

）

。
こ
れ
ら
の
記
録
か
ら
、

御
巡
行
の
足
跡
を
辿
っ
て
み
る
。

八
月

六
日

大
覚
寺
宮
一
行
が
大
阪
着
。
四
国
邊
路
に
向
う
た
め
阿
波
藩

に
御
迎
船
を
求
め
る
。
公
儀
の
大
事
と
て
阿
波
藩
か
ら
京
都

所
司
代
に
伺
を
立
て
る
が
、
問
題
な
し
と
て
船
を
手
配
。

二
〇
日

阿
波
に
着
船
。
一
行
は
、
大
勝
院
、
八
嶋
寺
上
人
、
連
歌
師

一
〇

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



玄
陳
、
医
師
井
狩
玄
譽
、
法
眼
坊
官
菅
性
伯
、
法
輪
寺
御
内

侍
松
白
等
、
彼
是
上
下
四
十
四
人
。

二
一
日

阿
波
守
が
謁
見
。
阿
波
守
は
城
外
に
て
そ
の
後
三
度
謁
見
。

御
供
衆
め
い
め
い
の
宿
に
侍
を
付
け
、
御
見
物
の
所
々
に
も

侍
を
遣
し
御
馳
走
。

九
月

四
日

徳
島
城
に
て
饗
応
（
但
し
、
精
進
物
専
一
）。

六
日

夜
、
阿
波
守
城
外
に
て
振
舞
。

七
日

鳴
門
見
物
。

一
三
日

徳
島
出
航
。

一
六
日

甲
浦
着
岸
。

（
不
詳
）

土
佐
に
て
は
常
通
寺
に
在
留
。
再
三
土
佐
守
（
忠
義
）
謁
見
。

高
知
城
に
招
請
、
三
の
丸
に
て
饗
応
。

二
八
日

土
佐
出
航
、
伊
予
へ
向
か
う
。

（
不
詳
）

蹉

山
（
足
摺
岬
）
参
詣
。

以
上
の
記
録
に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
寛
永
一
五
年
に
大
覚
寺
宮
一
行
が
四
国
御

巡
行
を
行
っ
た
こ
と
は
史
実
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
一
行
は
、
大
勝

院
、
八
嶋
寺
上
人
、
連
歌
師
玄
陳
、
医
師
井
狩
玄
譽
等
々
、
彼
是
上
下
四
十
四
人

に
及
ぶ
と
い
う
。『
山
内
家
史
料
』
で
は
、
阿
波
国
と
土
佐
国
の
様
子
し
か
分
か

ら
な
い
が
、
両
国
に
お
い
て
藩
主
か
ら
歓
待
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
記
録
に
よ

り
、
四
国
御
見
物
と
す
る
も
の
も
、
四
国
邊
路
と
す
る
も
の
も
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
肝
心
の
「
大
覚
寺
宮
」
に
つ
い
て
は
、
尊
性
法
親
王
と
す
る
記
録

と
、
空
性
法
親
王
と
す
る
記
録
の
両
方
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

前
者
を
列
挙
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ａ

『
山
内
家
史
料
』（『
第
二
代
忠
義
公
紀

第
二
編
』）
中
の
『
御
記
録25

）

』

ｂ

『
山
内
家
史
料
』（
右
記
同
）
中
の
『
御
國
年
代
記26

）

』

ｃ

『
続
群
書
類
従
・
第
四
輯
下
補
任
部
』
中
の
「
大
覚
寺
門
跡
略
記27

）

」

ｄ

『
大
覚
寺
年
譜28

）

』

後
者
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ｅ

『
宇
和
舊
記
』（
明
石
寺
の
項29

）

）

ｆ

『
今
治
拾
遺
』（
国
分
寺
の
項30

）

）

ｇ

『
正
親
町
天
皇
実
録31

）

』

ま
た
、
い
ず
れ
と
も
特
定
で
き
な
い
も
の
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

ｈ

『
山
内
家
史
料
』（
右
記
同
）
中
の
『
御
手
許
文
書32

）

』

ｉ

『
山
内
家
史
料
』（
右
記
同
）
中
の
『
南
路
志33

）

』

ｊ

『
宇
和
舊
記
』（
明
石
寺
以
外
の
項34

）

）

ｋ

『
玉
藻
集
』（『
香
川
叢
書
三35

）

』）

小
松
論
考
は
、
寛
永
一
五
年
の
御
巡
行
が
誰
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
、
右
記
傍

線
部
の
史
料
は
参
照
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
見
て
み
る
。

『
大
覚
寺
年
譜
』
に
は
「
寛
永
十
五
戊
寅

八
月
尊
性
四
国
御
遊
覧
」
と
あ
る36

）

。

『
今
治
拾
遺
』
と
『
正
親
町
天
皇
実
録
』
は
、『
御
巡
行
記
』
自
体
（
の
跋
文
）
を

根
拠
と
し
て
い
る
。
な
お
、『
正
親
町
天
皇
実
録
』
は
、〔
按
〕
と
し
て
「
本
條
所

引
ノ
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
ニ
洛
西
嵯
峨
御
所
大
覚
寺
宮
二
品
空
性
法

親
王
殿
下
ト
記
セ
ル
ハ
還
俗
後
ト
雖
モ
前
称
號
ヲ
以
テ
記
セ
ル
モ
ノ
ナ
ル
ベ
シ
、」

と
し
て
い
る37

）

。

『
宇
和
舊
記
』
の
明
石
寺
の
項
に
は
、

一
寛
永
十
五
年
十
月
、
嵯
峨
大
覺
寺
門
跡
二
品
空
性
法
親
王
、
四
國
邊
路
修
行

一
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の
時
、
此
寺
に
一
宿
、

屋
の
前
に
櫻
あ
り
、
六
日
前
よ
り
木
の
下
計
雨
ふ

り
、
御
立
迄
七
日
降
申
由
、
尤
花
も
咲
と
い
へ
共
、
是
は
小
春
の
時
節
な
れ

ば
、
世
に
珍
し
か
ら
ず
、
雨
の
降
こ
と
奇
妙
な
り
と
て
、
時
雨
の
櫻
と
名
付

給
へ
り
、
供
奉
の
連
歌
師
玄
陳
の
發
句
に
、

空
に
知
ら
ぬ
雨
や
櫻
の
下
時
雨

と
な
ん
、
自
筆
の
短
冊
此
寺
に
被

残
置

の
由
、
今
に
有
、
彼
櫻
は
上
の
坊

門
前
に
今
に
あ
り
。

と
あ
る38

）

。
玄
陳
の
句
の
「
空
」
は
、
空
性
法
親
王
の
御
名
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
そ
し
て
、

屋
前
の
桜
の
下
ば
か
り
雨
が
降
る
現
象
に
、
御
忍
び
の

旅
で
あ
る
こ
と
を
重
ね
て
詠
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
明
石
寺
は
「
め
い

せ
き
じ
」
と
読
む
が
、「
あ
か
し
」
と
も
読
め
る
の
は
偶
然
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い

は
、
寛
永
一
五
年
以
前
の
御
巡
行
の
際
に
詠
ん
だ
も
の
だ
ろ
う
か
。
小
松
論
考
で

は
外
の
史
料
の
存
在
な
ど
を
根
拠
に
「
二
人
を
混
同
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」

と
結
論
付
け
て
い
る
。

「
山
内
家
史
料
」
中
の
、
松
山
藩
主
松
平
隠
岐
守
定
行
か
ら
土
佐
藩
主
松
平
土

佐
守
に
宛
て
た
書
状
に
は
、

前
略
）

一
大
覺
寺
殿
御
代
代
四
國
邊
路
被

成
候
ハ
て
不

叶
儀
御
座
候
哉
若
又
公
儀
御

存
知
ニ
而

御
見
廻
り
被

成
候
哉
左
候
は
御
馳
走
候
而

御
尤
成
儀
ニ
候
左
も

無

御
座

御
自
分
之
御
見
物
迄
之
儀
ニ
候
は
左
程
御
馳
走
は
不

入
義
と
存

候
大
方
ニ
可

被

成
候
御
門
跡
な
と
の
遠
國
波
濤
へ
之
御
見
物
は
珍
敷
儀
ニ

御
座
候
大
覺
寺
殿
は
四
國
御
廻
り
被

成
候
筈
ニ
而

御
座
候
哉
不
審
ニ
存
候

間
其
元
ニ
而
様
子
御
聞
合
被

成
重
而
可

被

仰
聞

候
猶
期

後
音
之
節

候

恐
惶
謹
言

九
月
十
日

松
平
隠
岐
守定

行
（
花
押
）

松
平
土
左
守
様

と
あ
り39

）

、
松
平
隠
岐
守
が
い
ろ
い
ろ
と
不
審
点
を
挙
げ
て
土
佐
守
に
質
問
を
し
て

い
る
。
そ
の
中
の
右
傍
線
部
は
、「
大
覚
寺
殿
は
四
国
を
お
廻
り
に
な
ら
れ
た
筈

で
は
な
か
っ
た
か
と
不
審
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
役
の

大
覚
寺
門
跡
で
あ
る
尊
性
法
親
王
が
、
二
度
四
国
御
巡
行
を
さ
れ
た
と
い
う
記
録

は
な
い
し
、
そ
れ
は
考
え
に
く
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
大
覚
寺

殿
」
が
空
性
法
親
王
の
こ
と
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
空
性
法
親
王
が
寛
永
一
二
年
に

四
国
御
巡
行
を
さ
れ
た
と
い
う
前
記
西
園
寺
源
透
の
主
張
と
も
整
合
す
る
。

ま
た
、
右
引
用
部
冒
頭
に
は
「
大
覚
寺
殿
御
代
代
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
大

覚
寺
門
跡
代
々
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、「
大
覚
寺
殿
」
と
い

う
言
葉
は
、「
大
覚
寺
門
跡
」
を
指
す
場
合
と
、
空
性
法
親
王
や
尊
性
法
親
王
な

ど
の
特
定
の
人
物
を
指
す
場
合
の
両
方
の
使
わ
れ
方
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。「
御

手
許
文
書
」
に
は
、「
大
覚
寺
殿
」
や
「
大
門
様
」
と
の
表
記
が
多
く
、
そ
れ
ら

の
表
記
が
大
覚
寺
門
跡
す
な
わ
ち
尊
性
法
親
王
を
指
す
の
か
、
空
性
法
親
王
を
指

す
の
か
、
実
は
判
断
は
難
し
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
御
手
許
文
書
」
に
は
、
外
に
も
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛

す
る
。
私
は
、
寛
永
一
五
年
の
大
覚
寺
宮
四
国
御
巡
行
は
、
公
儀
の
対
応
等
か
ら

見
て
も
大
覚
寺
門
跡
た
る
尊
性
法
親
王
一
行
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
は
空
性
法
親

王
も
御
忍
び
で
同
行
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

一
二

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



五

『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
に
つ
い
て

一
）
内
容
と
『
略
記
』
と
の
比
較

『
今
治
拾
遺
』
は
、
最
後
の
今
治
藩
家
老
で
あ
っ
た
服
部
正
弘
氏
が
、
同
藩
に

伝
わ
る
史
料
等
を
網
羅
収
集
し
て
著
し
た
も
の
で
、
明
治
二
七
年
四
月
に
完
成
し
、

同
藩
最
後
の
藩
主
で
あ
っ
た
久
松
（
松
平
）
定
法
に
呈
し
た
も
の
で
あ
る
。
長
ら

く
久
松
家
の
厳
封
さ
れ
た
長
持
に
保
管
さ
れ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
昭
和

五
九
年
末
に
定
法
の
後
裔
久
松
定
憲
氏
が
今
治
市
に
寄
贈
し
、
現
在
は
今
治
城
管

理
事
務
所
の
収
蔵
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

『
今
治
拾
遺
』
は
、
全
五
〇
巻
が
三
つ
の
桐
の
箱
に
納
め
ら
れ
て
い
る
が
、
お

そ
ら
く
完
成
当
時
か
ら
の
姿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
各
巻
の
厚
さ
は
約
一
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
右
端
の
上
下
二
か
所
で
、
約
一
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
間

隔
で
二
つ
の
穴
を
空
け
、
こ
の
二
つ
の
穴
を
通
す
紙
縒
り
を
結
ん
で
綴
じ
ら
れ
て

い
る
。
各
巻
は
、
縦
約
二
四
・
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
一
六
・
八
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
で
、
現
在
の
規
格
の
Ｂ
５
判
よ
り
一
回
り
小
さ
い
サ
イ
ズ
の
策
子
本
で
あ

る
。
表
紙
と
裏
表
紙
に
は
厚
紙
が
使
わ
れ
て
い
る
が
、
裏
表
紙
に
は
再
利
用
紙
を

含
め
何
枚
か
の
和
紙
を
貼
り
合
わ
せ
て
厚
紙
の
よ
う
に
し
た
も
の
が
使
わ
れ
て
い

る
。
表
紙
と
裏
表
紙
以
外
は
薄
手
の
和
紙
が
袋
綴
じ
に
さ
れ
て
い
て
、
本
文
は
繊

細
な
楷
書
で
記
さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
几
帳
面
な
性
格
が
分
か
る
よ
う
で
あ
る
。

翻
刻
本
は
、
今
治
市
市
制
七
〇
周
年
記
念
と
し
て
、
今
治
市
郷
土
史
編
さ
ん
委

員
会
が
編
纂
し
、
昭
和
六
二
年
（
一
九
八
七
）
七
月
に
今
治
市
か
ら
『
今
治
郷
土

史

資
料
編

近
世
一

今
治
拾
遺
）』
と
し
て
発
行
さ
れ
て
い
る40

）

。

『
今
治
拾
遺
』
は
明
治
二
七
年
四
月
の
著
作
で
あ
る
か
ら
、『
今
治
拾
遺
』
収
録

本
は
、
今
治
藩
周
辺
の
記
述
の
み
と
は
い
え
右
記
周
知
の
類
本
中
最
古
の
も
の
と

な
る
。

今
回
新
た
に
発
見
し
た
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
全
文
及
び
そ
の
見
出
し
は
以

下
の
と
お
り
で
あ
る
。
左
記
引
用
文
は
頁
の
最
初
か
ら
始
ま
っ
て
い
て
、」「
記
号

で
区
切
っ
た
位
置
ま
で
が
一
頁
の
記
述
量
で
あ
る
（「
有
水
ノ
水
ハ
」
ま
で
で
見

開
き
一
頁
）。
ま
た
、
ル
ビ
は
原
本
の
ま
ま
で
あ
る
。

一
洛
西
嵯
峨
大
覚
寺
宮
二
品
空
性
法
親
王
寛
永
十
五
戊
寅
年
九
月
二
名
洲
巡
行

記
之
内
抜
萃

偖
夫
ヨ
リ
モ
野
間
郡
阿
方
ノ
村
円
明
寺
。
拝
テ
過
ル
道
遙
カ
秀
テ
髙
キ
嶺
有

ハ
。
饒ニギ
ノ
速ハヤ
日ヒ
ノ
天
降
ル
。
流
ヲ
汲
シ
河
野
氏
。
數
十
世
住
メ
ル
城
ノ
跡アト
。

平
家
ノ
巻
ニ
明アキラケ
キ
。
道
前
道
後
ノ
堺
ナ
ル
高
縄
山
ト
言
傳
フ
麓
ニ
續
ク
鳥

帽
子
嶽
腰
折
山
ト
云
レ
ケ
ル
。
歌
モ
有
レ
共
誰
人
ト
筆
ニ
モ
更
ニ
記
サ
レ
ス
。

急イソ
ケ
ハ
程
モ
近
見
山
過
越
シ
行
ハ
今
治
ノ
城
ヲ
三
島
ノ
夢
覚
テ
。
宮
ヲ
別
チ

テ
建タツ
ト
テ
モ
和
光
ノ
誓
ヘ
ダ
テ
ナ
シ
。
泰
山
密
寺
八
幡
山
弓
箭
ヲ
守
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ズ
。
蒼

生

アヲヒトクサ
モ
隔ヘダテ
ナ
ク
塵
ニ
モ
交マシ
ル
神カミ
心
ロ
。
實
信
ア
レ
ハ
德
ア
リ
ト

猶
頼
母
敷
再
拝
シ
貪トン
瞋チン
愚グ
痴チ
ニ
染
ナ
セ
ル
。
垢
ヲ
佐
禮
ノ
山
ノ
峯
千
手
ノ
御

手
ノ
數
分
ケ
テ
。
弘グ
誓セイ
ノ
德
ヲ
顕
ハ
セ
ル
国
分
寺
コ
ソ
聖
武
帝
諸
国
同
時
ニ

建
給
フ
。
東
ノ
森
ノ
碑
イシツミハ

脇
屋
刑
部
義
助
ノ
」「
印
ノ
石
ト
聞
ヘ
シ
カ
ハ
暫

ク
回
向
ナ
シ
ニ
ケ
ル
。
實
ニ
此
人
其
昔
シ
後
醍
醐
帝
ノ
功
臣
ニ
テ
。
兄
左
中

将
義
貞
ト
鎌
倉
相
模
入
道
ヲ
。
シ
キ
リ
ニ
責
シ
其
時
ハ
稲
村
﨑
モ
干
潟
ト
ナ

リ
一
時
ニ
城
ヲ
乗
取
シ
威
勢
天
下
ニ
隠
レ
ナ
シ
。
其
後
延
元
第
五
年
勅
詔
有

テ
四シノ
国クニ
ノ
総
大
将
ト
成ナラ
シ
メ
テ
四ウ
月ツキ
ノ
廿
三
日
ニ
、
今イマ
治ハル
浦ウラ
ニ
着
岸
シ
国コク
府フ

城
ニ
入
ケ
ル
カ
。
程
ナ
ク
病
ノ
床
ニ
臥
シ
、
五
月
十
一
日
ト
カ
ヤ
此
所
ニ
テ

一
三

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



身
死
リ
ヌ
。
又
尊
氏
ナ
ド
ヲ
初
ト
シ
赤
松
等
モ
後
ハ
皆
朝
敵
ト
コ
ソ
成
ケ
ル

ガ
。
新
田
楠
北
畠
土
居
得
能
名
和
児
島
菊
池
結
城
ノ
一
族
ハ
。
義
ヲ
金
石
ニ

堅
ク
シ
テ
忠
ハ
天
地
ヲ
貫ツラヌケ
リ
。
文
武
ヲ
学
フ
輩
トモカラハ

比
等
ノ
人
ヲ
手
本
ト
モ

セ
マ
ホ
シ
キ
也
。
此
迄
八
十
八
ケ
所
ヲ
拝ヲミ
残
ラ
ス
順
禮
シ
。
常
盤
ニ
花
ノ

櫻
井
ヤ
。
巡
ル
日
數
モ
長
澤
ノ
。
南
ニ
聳ソヒユ
山
ノ
名
ハ
。
何
ト
醫
王
ノ
峯
高

ク
。
幾
年
月
カ
歴
給
ヘ
ル
。
薬
師
如
来
ノ
徳
光
ハ
日
夜
朝
暮
ニ
弥
増
テ
。
餘ヨ

輝キ
蒙
カウムラヌ

者
モ
ナ
シ
暫シバ
時シ
運
テ
道
ノ
邉ヘ
ニ
。
有ウ
水スヰ
ノ
水
ハ
」「
其
謂イワ
レ
。
如
何

ナ
ル
事
ト
シ
ラ
糸
ノ
結
ヒ
ア
ゲ
テ
ヤ
旅
人
ノ
渇
ヲ
除ノゾ
ケ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ズ
。
昼

夜
作
シ
罪
過トガ
ノ
第
八ハッ
識シキ
ニ
薫カヲ
リ
シ
モ
忽
洗
落
サ
ム
ト
往ユキ
来ヽ
ノ
人
モ
一ツト
々〳

〵

ニ
等ナヲ

閑ザリ
ニ
セ
ン
者
ハ
ナ
シ
。
猶
二
度
三
度
モ
回
ラ
ホ
シ
ト
思
ヘ
共
。
亦
住
馴
シ
古

寺
ニ
カ
ヘ
ラ
マ
ホ
シ
ト
彷ス
徨ヒ
ヌ

次
に
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
に
対
応
す
る
部
分
の
『
略
記
』
の
記
述
は
以
下

の
と
お
り
で
あ
る41

）

。

勝
岡
明
神
円
明
寺
大
内
要
害
花
見
山
古
城
の
墟
和
歌
尓
知
る
茲
成
名
所
堀
江

漕
棚
無
小
船
粟
井
坂
峠
の
古
墳
影
向
し
て
過
往
く
方
の
峯
高
く
饒
野
速
日
の

天
降
流
れ
を
汲
み
し
河
野
氏
数
十
世
継
く
城
の
墟
平
家
の
巻
尓
明
ら
け
き
道

前
道
後
の
境
な
る
高
縄
山
と
言
伝
ふ
麓
尓
建
る
宮
柱
高
縄
明
神
国
津
彦
天
の

道
日
女
庄
薬
師
是
神
宮
司
勲
る
最
明
禅
寺
大
通
寺
風
伯
の
神
恵
良
山
鳥
帽
子

腰
折
河
野
坂
加
茂
の
社
弥
遍
照
院
大
井
八
幡
星
の
浦
箱
潟
守
る
山

の
神
の

宮
崎
野
間
の
神
延
喜
観
音
近
見
山
僧
都
の
水
を
呑
石
井
山
の
古
城
三
島
宮
王

濱
八
幡
今
治
の
城
を
三
島
の
浪
高
く
渡
り
て
拝
む
大
山
の
神
の
台
の
瀧
清
く

穢
れ
を
拂
ふ
海
原
や
参
議
佐
理
郷
筆
の
趾
伊
豆
も
摂
津
も
此
の
地
よ
り
遷
す

印
は
大
三
島
和
銅
の
昔
別
宮
に
土
和
光
の
誓
結
び
込
む
府
中
樹
下
東
禅
寺
泰

山
密
寺
宝
積
寺
大
野
神
宮
司
と
る
柱
の
釋
迦
牟
尼
龍
の
陵
奈
良
原
旧
新
両
権

現
南
方
君
宮
御
旗
寺
高
野
玉
川
光
林
寺
伊
予
中
の
神
古
神
戸
清
水
流
る
ゝ
八

幡
弓
箭
を
守
る
の
ミ
な
ら
す
蒼
生
も
隔
て
な
く
塵
に
も
交
る
神
心
実
に
神
あ

れ
ハ
徳
あ
り
と
猶
た
の
も
し
く
再
拝
し
貪
瞋
愚
痴
尓
染
世
る
垢
を
佐
礼
の
山

峯
千
手
の
御
手
の
数
分
て
弘
む
誓
の
徳
多
く
瀧
の
流
れ
の
宮
守
る
古
谷
竹
林

五
台
山
南
方
皇
子
三
陵
墓
朝
倉
樹
下
万
願
寺
諸
国
同
時
尓
建
給
ふ
金
光
明
寺

法
花
寺
東
の
森
の
碑
を
脇
屋
刑
部
卿
義
助
の
印
の
石
と
聞
し
か
は
暫
く
廻
向

な
し
尓
け
る
実
此
の
人
は
其
の
昔
後
醍
醐
帝
の
功
臣
そ
兄
左
中
将
義
貞
と
鎌

倉
相
模
入
道
を
頻
に
責
し
其
時
は
稲
村
崎
も
干
潟
な
り
一
時
尓
城
を
乗
り
取

り
し
威
勢
天
下
尓
隠
れ
無
既
尓
延
元
第
五
年
勅
詔
あ
り
て
四
の
国
の
総
大
将

と
成
ら
し
め
て
四
月
の
廿
三
日
尓
今
張
浦
へ
渡
り
来
て
国
府
の
城
尓
入
け
る

か
程
無
疾
の
床
尓
臥
し
終
尓
五
月
十
一
の
日
と
か
や
此
所
尓
て
身
死
り
し
跡

弔
人
も
無
し
と
聞
く
順
逆（
逆ママ
倒）
致
あ
さ
ま
し
き
世
そ
ふ
便
な
る
足
利
氏
尊
氏

直
義
飜
覆
し
赤
松
氏
等
も
後
は
み
な
朝
敵
と
こ
そ
成
け
る
新
田
楠
北
畠
土
居

得
能
名
和
児
島
菊
池
結
城
の
一
族
等
金
石
よ
り
も
義
を
堅
く
忠
は
天
地
を
貫

け
り
文
武
を
学
ふ
輩
は
是
等
の
人
を
亀
鑑
と
も
せ
ま
ほ
し
き
な
り
梅
椿
常
盤

尓
花
の
桜
井
や
巡
尓
日
数
も
長
沢
の
南
に
聳
ゆ
山
の
名
は
何
と
医
王
の
峰
高

く
幾
年
月
か
歴
た
ま
得
る
薬
師
如
来
の
徳
光
ハ
日
夜
朝
暮
尓
弥
増
し
て
余
輝

蒙
ら
ぬ
者
は
無
し
施
多
の
古
城
見
上
け
つ
ゝ
昔
の
義
士
の
屍
を
埋
め
し
趾
と

影
向
し
て
暫
時
泪
の
露
時
雨
幾
世
経
ぬ
ら
ん
楠
木
の
神
の
宮
寺
神
宮
寺
臼
井

の
水
ハ
其
謂
れ
如
何
な
る
事
と
知
ら
糸
の
結
び
掲
た
る
旅
人
の
渇
を
除
け
る

の
巳
な
ら
す
昼
夜
作
り
し
罪
過
の
㐧
八
識
に
薫
せ
し
も
忽
洗
落
さ
ん
と
往
来

の
人
も
一
口
尓
等
閑
に
せ
し
昔
は
な
し

一
四

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



右
の
と
お
り
、『
略
記
』
独
自
の
記
述
が
多
く
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
は
か
な

り
シ
ン
プ
ル
で
あ
っ
て
、
こ
と
ば
の
繫
が
り
が
良
く
、
テ
ン
ポ
も
良
い
。

ま
た
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
は
、
第
五
九
番
国
分
寺
で
八
十
八
か
所
を
残
ら

ず
順
拝
し
た
と
あ
り
、
現
在
の
臼
井
大
師
堂
（
臼
井
御
来
迎
）
ま
で
で
御
巡
行
全

体
が
終
わ
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

二
）『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
か
ら
分
か
る
こ
と

１

広
本
と
略
本
の
存
在

『
御
巡
行
記
』『
略
記
』
と
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
と
が
、
ま
っ
た
く
独
立
し
た

著
作
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、『
御

巡
行
記
』『
略
記
』
の
記
述
を
主
に
削
除
し
て
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
を
作
っ
た

と
考
え
る
よ
り
は
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
記
述
に
主
に
加
筆
し
て
『
御
巡
行

記
』『
略
記
』
を
作
っ
た
と
考
え
た
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
潤
色
で
あ

る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
前
記
二
つ
の
偽
書
説
が
、「
竄
入
潤
飾
」
が
あ
っ
た
と

指
摘
し
て
い
る
こ
と
と
、
そ
の
時
期
や
善
悪
の
判
断
は
別
と
し
て
、
整
合
性
が
あ

る
こ
と
に
な
る
。

次
に
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
は
お
よ
そ
今
治
藩
内
の
み
の
記
述
で
あ
る
が
、

「
此
迄
八
十
八
ケ
所
ヲ
拝
残
ラ
ス
順
礼
シ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
お
そ
ら
く

『
御
巡
行
記
』
や
『
略
記
』
よ
り
、
よ
り
シ
ン
プ
ル
な
記
述
の
四
国
全
体
版
の
存

在
が
予
想
さ
れ
る
。
前
者
は
「
広
本
」、
後
者
は
「
略
本
」
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

前
述
の
と
お
り
、
広
本
は
、
伊
予
国
の
記
述
が
全
体
の
五
割
を
超
え
る
一
方
、

外
の
三
国
の
記
述
は
、
伊
予
国
と
比
べ
て
そ
も
そ
も
既
に
か
な
り
シ
ン
プ
ル
で
あ

る
か
ら
、
広
本
に
お
け
る
加
筆
は
、
お
そ
ら
く
伊
予
国
の
み
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

そ
の
意
味
で
は
広
本
は
未
完
の
著
作
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

広
本
は
、
略
本
の
著
作
後
、
伊
予
国
の
名
所
旧
蹟
や
南
朝
方
の
遺
跡
等
に
つ
い

て
加
筆
し
た
も
の
で
あ
り
、
加
筆
部
分
の
著
者
は
、
お
そ
ら
く
伊
予
国
に
居
て
、

四
国
の
中
で
は
伊
予
国
に
つ
い
て
最
も
詳
し
い
人
物
で
あ
ろ
う
。『
御
巡
行
記
』

『
略
記
』
の
著
者
大
宝
寺
権
少
僧
正
賢
明
が
、
略
本
の
著
者
な
の
か
広
本
の
著
者

な
の
か
、
そ
の
両
方
な
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
ま
た
、
伊
予
国
以
外
に
つ
い
て
も

加
筆
す
る
具
体
的
な
計
画
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
加
筆
の
時
期
等
に
つ
い
て
は

な
お
不
明
で
あ
る
。

前
記
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
本
文
の
文
字
数
は
句
読
点
を
除
き
六
四
六
字
、

後
記
の
と
お
り
加
筆
が
考
え
ら
れ
る
傍
線
部
を
除
く
と
六
〇
一
字
で
あ
る
。
他
方
、

『
略
記
』
の
対
応
部
分
の
文
字
数
は
九
四
八
字
で
、
こ
の
部
分
の
記
述
量
は
、『
今

治
拾
遺
』
収
録
本
は
、『
略
記
』
の
約
六
三
・
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
を
仮
に
『
略
記
』
の
伊
予
国
全
体
の
文
字
数
四
三
三
九
文
字
に
乗
ず
る

と
、
約
二
七
五
一
文
字
と
な
り
、
各
国
の
記
述
量
の
比
は
、
伊
予
国
四
四
パ
ー
セ

ン
ト
、
讃
岐
国
約
一
九
パ
ー
セ
ン
ト
、
阿
波
国
約
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
土
佐
国
約

二
三
パ
ー
セ
ン
ト
と
な
る
。
そ
れ
で
も
伊
予
国
の
記
述
が
多
い
こ
と
に
違
い
は
な

い
が
、
そ
の
差
は
縮
小
し
土
佐
国
は
四
分
の
一
に
近
づ
く
。

右
計
算
は
仮
定
に
よ
る
も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
広
本
に
お
け
る
加
筆
が
伊
予
国

の
み
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
略
本
に
お
い
て
は
各
国
の
記
述
量
の
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
は

相
当
に
解
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
広
本
の
未
完
部
分
、
す
な
わ

ち
、
讃
岐
国
、
阿
波
国
、
土
佐
国
に
つ
い
て
は
、『
御
巡
行
記
』
や
『
略
記
』
の

記
述
が
、
略
本
の
記
述
に
近
い
に
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
但

し
、
今
般
判
明
し
た
今
治
藩
周
辺
部
分
の
略
本
と
、
そ
れ
以
外
の
部
分
の
略
本
が

一
五

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



同
時
期
に
著
作
さ
れ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
伊
予
国
の
広
本
を
加
筆
し
た

際
に
、
外
の
部
分
の
略
本
を
書
い
た
可
能
性
も
、
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
今
般
『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
発
見
に
よ
り
明
ら
か
と
な
っ
た

『
御
巡
行
記
』
の
類
本
の
骨
格
か
ら
考
え
れ
ば
、
讃
岐
、
阿
波
、
土
佐
三
国
の
記

述
を
、
あ
ら
た
め
て
よ
り
詳
細
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

２

御
巡
行
の
終
点
に
つ
い
て

『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
は
、
第
五
九
番
国
分
寺
で
八
十
八
か
所
を
残
ら
ず
巡
拝

し
、
現
在
の
臼
井
大
師
堂
（
臼
井
御
来
迎
）
ま
で
で
御
巡
行
全
体
が
終
わ
っ
た
よ

う
に
書
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
臼
井
大
師
堂
（
臼
井
御
来
迎
）
周
辺
が
終
点
で

あ
る
こ
と
は
、
前
記
引
用
部
傍
線
部
が
示
す
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
、『
略
記
』

の
結
び
は
、
さ
す
が
に
四
国
を
一
周
し
戻
り
帰
っ
た
重
み
と
感
慨
が
伝
わ
っ
て
く

る42
）

。『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
記
述
は
、
四
国
御
巡
行
の
締
め
括
り
と
し
て
は
簡

潔
す
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
前
記
引
用
部
傍
線
部
は
、
略
本
か
ら

お
よ
そ
今
治
藩
内
の
記
述
部
分
を
抜
き
出
し
た
際
（
そ
れ
は
『
今
治
拾
遺
』
の
著

述
時
期
と
は
限
ら
な
い
）
に
、
挿
入
さ
れ
た
文
言
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
知
れ
な

い
。
あ
る
い
は
、
略
本
が
、
例
え
ば
お
よ
そ
各
藩
別
の
パ
ー
ト
毎
に
作
成
さ
れ
、

各
パ
ー
ト
毎
に
一
応
御
巡
行
完
結
の
旨
の
表
記
を
設
け
、
そ
し
て
そ
の
各
パ
ー
ト

は
各
藩
や
関
係
者
に
謹
呈
す
る
な
ど
し
た
後
、
全
パ
ー
ト
の
集
大
成
を
略
本
全
体

と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
な
い
と
は
い
え
な
い
か
も
知
れ
な
い
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
の
記
載
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
略

本
全
体
の
終
点
、
す
な
わ
ち
、
御
巡
行
の
終
点
が
、
臼
井
大
師
堂
（
臼
井
御
来

迎
）
周
辺
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
も
の
と
思
料
す
る
。

３

『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
に
も
、
脇
屋
義
助
等
南
朝
の
義
士
に
つ
い
て
の

記
述
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
に
も
、
脇
屋
義
助
等
南
朝
の
義
士
に
つ
い
て
の
記
述
が

あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
ま
ず
は
、
南
朝
の
義
士
や
遺
跡
に
つ
い
て
の
記
述
が
、

す
べ
て
潤
色
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

脇
屋
義
助
の
墓
所
に
つ
い
て
、『
日
本
歴
史
地
名
大
系

第
三
九
巻

愛
媛
県
の

地
名
』
に
は
、

国
分
寺
の
東
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
国
分
寺
山
の
西
麓
、
字
谷
の
口
の
松

林
の
中
に
あ
る
。
も
と
の
墓
石
は
霊
廟
背
後
の
一
四
基
の
小
五
輪
塔
群
と
い

わ
れ
る
。
今
は
荒
れ
て
い
る
。

現
在
の
墓
標
は
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
七
月
、
国
分
寺
の
快
政
・
藩
士

町
野
弾
右
衛
門
・
首
藤
又
右
衛
門
・
国
分
村
庄
屋
加
藤
三
郎
右
衛
門
ら
の
奔

走
に
よ
り
建
立
さ
れ
た
も
の
で
、
の
ち
に
家
老
江
島
為
信
も
灯
籠
・
玉
垣
を

寄
進
し
た
。
碑
は
高
さ
約
一
・
五
メ
ー
ト
ル
で
、
三
メ
ー
ト
ル
四
方
、
高
さ

八
〇
セ
ン
チ
の
石
壇
の
上
に
あ
り
、
正
面
に
「
脇
屋
刑
部
源
義
助
公
神
廟
」、

右
側
に
「
清
和
天
皇
十
七
代
」、
左
側
に
「
暦
応
三
年
辰
五
月
十
一
日
」
と

刻
ん
で
い
る
。

と
あ
る
が43

）

、『
今
治
拾
遺
』
収
録
本
で
は
、「
東
ノ
森
ノ
碑
ハ
脇
屋
刑
部
義
助
ノ
印

ノ
石
ト
聞
ヘ
シ
カ
ハ
暫
ク
廻
向
ナ
シ
ニ
ケ
ル
」、『
略
記
』
で
は
、「
東
の
森
の
碑

を
脇
屋
刑
部
卿
義
助
の
印
の
石
と
聞
し
か
ば
暫
く
廻
向
な
し
尓
け
る
…
跡
弔
人
も

無
し
と
聞
く
」
と
書
い
て
い
る
。

こ
の
「
東
の
森
の
碑
」
は
、「
跡
弔
人
も
無
」
い
「
印
の
石
」
な
の
で
あ
る
か

一
六

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）



ら
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
七
月
に
建
立
さ
れ
、
い
ま
に
現
存
す
る
、
高
さ
約

一
・
五
メ
ー
ト
ル
の
立
派
な
墓
標
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
素
直
に
考
え
れ
ば
、
よ
り

著
作
時
期
が
早
い
と
考
え
ら
れ
る
略
本
だ
け
で
な
く
、「
跡
弔
人
も
無
し
と
聞
」

と
加
筆
し
て
い
る
広
本
に
あ
っ
て
も
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
七
月
以
前
の
著

作
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
、
寛
文
九
年
（
一
六
六
九
）
七
月
に
は
、
人
々
の
奔
走
に
よ
り
脇
屋

義
助
の
立
派
な
墓
標
が
建
立
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
既
に
こ
の
頃
、
南
朝

の
義
士
を
慕
う
者
も
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
も
、
南
朝
の
義
士
や
遺

跡
に
つ
い
て
多
く
語
っ
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
南
朝
美
化
の
皇
国
史
観
が
伺
え

る
か
ら
後
世
の
偽
書
で
あ
る
と
す
る
見
解
は
、
失
当
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

む
す
び

以
上
の
と
お
り
、
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
広
範
囲
に
及
ぶ
不
審
点
に
つ
い
て
検

討
し
、
新
た
に
発
見
し
た
類
本
史
料
の
検
討
か
ら
得
ら
れ
る
知
見
を
併
せ
考
え
れ

ば
、『
御
巡
行
記
』
は
、
広
本
に
お
け
る
潤
色
は
あ
る
と
は
い
え
、
決
し
て
偽
書

と
断
定
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
跋
文
に
記
す
と
お
り
、
寛
永
一
五
年
当
時

の
空
性
法
親
王
の
四
国
霊
場
御
巡
行
を
今
に
伝
え
る
著
作
で
あ
る
可
能
性
が
十
分

に
高
い
と
思
料
す
る
も
の
で
あ
る
。

『
今
治
拾
遺
』
原
本
の
閲
覧
等
に
つ
い
て
は
、
今
治
城
学
芸
員
の
伊
津
見
孝
明

氏
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。

〔
注
〕

１
）
伊
予
史
談
会
蔵
（
愛
媛
県
立
図
書
館
保
管
）。

２
）
徳
能
通
義
『
古
跡
遊
覧
・
四
國
名
所
誌
』〔
明
治
二
八
年
（
一
八
九
五
）
七
月
〕。

３
）
半
井
悟
庵
『
愛
媛
面
影
』〔
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）〕（
伊
予
史
談
会
編
『
愛
媛

面
影
』（
伊
予
史
談
会
双
書

第
一
集
）〔
愛
媛
県
教
科
図
書
一
九
八
〇
年
七
月
初

版
〕
所
収
）。

４
）
宥
辨
真
念
『
四
国
辺
路
道
指
南
』〔
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）〕（
伊
予
史
談
会
編

『
四
国
遍
路
記
集
』（
伊
予
史
談
会
双
書

第
三
集
）〔
愛
媛
県
教
科
図
書
一
九
八

一
年
八
月
初
版
〕
所
収
）。

５
）
宥
辨
真
念
『
四
国
徧
礼
功
徳
記
』〔
元
禄
三
年
（
一
六
九
〇
）〕（
伊
予
史
談
会
編

『
四
国
遍
路
記
集
』（
伊
予
史
談
会
双
書

第
三
集
）〔
愛
媛
県
教
科
図
書
一
九
八

一
年
八
月
初
版
〕
所
収
）。

６
）
山
内
家
史
料
刊
行
委
員
会
『
第
二
代
忠
義
公
紀

第
二
編
』〔
山
内
神
社
宝
物
資

料
館
一
九
八
一
年
四
月
〕。

７
）
柴
谷
宗
叔
『
江
戸
初
期
の
四
国
遍
路
｜
澄
禅
『
四
国
辺
路
日
記
』
の
道
再
現
｜
』

〔
法
藏
館
二
〇
一
四
年
四
月
〕
三
二
六
頁
｜
三
二
七
頁
。

８
）
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
会
編
『
先
達
教
典
』〔
四
国
八
十
八
ヶ
所
霊
場
会
二
〇
〇

六
年
一
二
月
〕
二
七
三
頁
。

９
）「
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
編
『
資
料
紹
介
・『
奉
納
四

国
中
辺
路
之
日
記
』』〔「
四
国
遍
路
と
世
界
の
巡
礼
研
究
」
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
二
〇

〇
八
年
三
月
〕
一
頁
。（

）
部
筆
者
。

10
）
前
掲
（
註
８
）『
先
達
教
典
』（
一
六
八
頁
｜
一
六
九
頁
）
に
よ
る
と
、
切
幡
寺

の
寺
名
の
由
来
は
、
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

修
行
中
の
空
海
が
、
こ
の
地
で
機
織
娘
に
衣
を
繕
う
布
を
所
望
さ
れ
た
。
す

る
と
娘
は
織
り
か
け
の
布
を
惜
し
げ
も
な
く
断
ち
切
り
差
し
出
し
た
。
空
海
が

娘
の
望
み
を
聞
く
と
「
父
母
の
供
養
の
た
め
に
仏
門
に
入
り
観
音
様
を
祀
り
た

い
」
と
い
っ
た
。
空
海
は
、
観
音
像
を
造
り
、
娘
に
灌
頂
を
授
け
た
。
す
る
と

娘
は
た
ち
ま
ち
観
音
菩
薩
の
姿
と
な
り
即
身
成
仏
を
果
た
し
た
。
空
海
は
嵯
峨

天
皇
に
上
奏
し
、
勅
願
に
よ
り
堂
宇
が
建
立
さ
れ
た
。
空
海
が
造
っ
た
観
音
菩

薩
像
は
南
向
き
に
、
娘
が
即
身
成
仏
し
た
観
音
像
は
北
向
き
に
祀
ら
れ
、
本
尊

と
さ
れ
た
。
こ
の
縁
起
に
よ
り
、
得
度
山
灌
頂
院
切
幡
寺
と
い
う
。

11
）『
大
日
本
史
料
』
一
二
｜
六
｜
六
四
五
。

一
七

佛
教
大
学
大
学
院
紀
要

文
学
研
究
科
篇

第
四
十
六
号
（
二
〇
一
八
年
三
月
）



12
）
下
中
邦
彦
編
集
『
日
本
歴
史
地
名
大
系

第
三
九
巻

愛
媛
県
の
地
名
』〔
平
凡
社

一
九
八
〇
年
一
一
月
〕
六
四
四
頁
。

13
）『
土
佐
国
堂
記
抄
録
』（
平
尾
道
雄
外
編
集
『
皆
山
集：

土
佐
之
国
史
料
類
纂

第

二
巻

宗
教
（
二
）・
歴
史
（
一
）
篇
』〔
一
九
七
五
年
、
高
知
県
立
図
書
館
〕
三

一
五
頁
）
に
、
以
下
の
と
お
り
書
か
れ
て
い
る
。

一
同
村
薬
師
、
大
師
、
天
和
二
壬
戌
年
大
坂
寺
島
眞
念
以
願
建
立
爲
四
國
辺
路
足

摺
山
参
詣
之
宿
所
号
眞
念
庵

14
）
白
木
利
幸
「
宥
辨
真
念
と
四
国
遍
路
」（『
日
本
研
究
』
第
二
一
巻
〔
国
際
日
本

文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
二
〇
〇
〇
年
三
月
〕
一
九
〇
頁
）。

15
）
前
掲
（
註
14
）
論
文

同
書

一
九
二
頁
。

16
）
前
掲
（
註
４
）
書

九
三
頁
。

17
）
前
掲
（
註
４
）
書

七
三
頁
。

18
）
前
掲
（
註
４
）
書

九
五
頁
。

19
）
前
掲
（
註
５
）
書

二
三
〇
頁
。

20
）
前
掲
（
註
７
）
書

三
一
八
頁
。

21
）
前
掲
（
註
13
）
書

二
七
三
頁
。

22
）
前
掲
（
註
14
）
論
文

同
書

一
九
〇
頁
。
武
田
和
昭
『
四
国
へ
ん
ろ
の
歴
史
｜

四
国
辺
路
か
ら
四
国
遍
路
へ
｜
』〔
美
巧
社
二
〇
一
六
年
一
一
月
〕
一
八
五
頁
。

23
）
前
掲
（
註
22
）
書

一
八
五
｜
一
八
六
頁
。

24
）
前
掲
（
註
６
）
書

七
二
五
頁
｜
七
三
一
頁
。

25
）
前
掲
（
註
６
）
書

七
二
五
頁
。

26
）
前
掲
（
註
６
）
書

七
三
一
頁
。

27
）
塙
保
己
一
、
補
・
太
田
藤
四
郎
編
纂
『
続
群
書
類
従

第
四
輯
下

補
任
部
』〔
続

群
書
類
従
完
成
会
一
九
九
五
年
六
月
訂
正
三
版
第
七
刷
〕
四
七
八
頁
。

28
）『
大
覚
寺
年
譜
』（
野
路
井
盛
俊
本
）〔
一
九
二
四
年
二
月
写
、
宮
内
庁
書
陵
部
図

書
寮
文
庫
蔵
〕。

29
）
井
関
又
右
衛
門
盛
英
『
宇
和
舊
記
』（
清
水
眞
良
編
『
豫
陽
叢
書

第
二
巻
』〔
愛

媛
青
年
處
女
協
会
一
九
二
八
年
六
月
〕
二
八
頁
｜
二
九
頁
）。
な
お
、『
宇
和
舊

記
』
は
、
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
宇
和
島
藩
士
井
関
又
右
衛
門
盛
英
の
作
で

あ
る
。

30
）
今
治
郷
土
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
今
治
郷
土
史

資
料
編

近
世
一
』（
今
治
拾

遺
）〔
今
治
市
一
九
八
七
年
七
月
〕
一
一
五
三
頁
。

31
）
藤
井
讓
治
、
吉
岡
眞
之
監
修
『
正
親
町
天
皇
実
録

第
二
巻
』（
天
皇
皇
室
実
録

一
〇
〇
）〔
ゆ
ま
に
書
房
二
〇
〇
五
年
一
一
月
〕
八
四
三
頁
。

32
）
前
掲
（
註
６
）
書

七
二
五
頁
｜
七
三
一
頁
。

33
）
前
掲
（
註
６
）
書

七
三
一
頁
。

34
）
前
掲
（
註
29
）
書

八
五
頁
、
一
七
九
頁
。

35
）
小
西
可
春
『
玉
藻
集
』（『
香
川
叢
書

第
三
』〔
香
川
県
一
九
四
三
年
三
月
〕
五

四
頁
）。
な
お
、『
玉
藻
集
』
は
、
延
宝
五
年
（
一
六
七
七
）
元
高
松
藩
士
小
西

可
春
の
作
で
あ
る
（
同
書
解
題
）。

36
）
前
掲
（
註
28
）
書

寛
永
一
五
年
の
条
。

37
）
前
掲
（
註
31
）
書

八
四
三
頁
。

38
）
前
掲
（
註
29
）
書

二
八
頁
。

39
）
前
掲
（
註
６
）
書

七
二
七
｜
七
二
八
頁
。

40
）
前
掲
（
註
30
）
書
。

41
）
前
掲
（
註
１
）
書
。

42
）
前
掲
（
註
１
）『
略
記
』
の
巻
末
の
記
述
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

矢
野
神
南
山
高
く
床
﨑
曽
祢
の
城
の
墟
過
し
大
瀬
の
谷
深
く
菅
生
の
山
尓
程
近

く
還
戻
道
辺
に
生
ひ
茂
る
小
篠
苅
里
編
む
賤
の
女
の
す
さ
ひ
懸
巻
伊
予
簾
漸
此

所
て
一
廻
り
猶
二
度
も
三
度
も
霊
趾
を
回
ら
ま
ほ
し
と
思
へ
と
も
旅
路
の
労
れ

て
大
覚
の
邊
の
院
の
玉
の
里
覚
め
往
く
夢
や
法
の
聲

43
）
前
掲
（
註
12
）
書

二
八
八
頁
。

（
い
し
ま
る

た
だ
し

文
学
研
究
科
仏
教
学
専
攻
博
士
後
期
課
程
）

（
指
導
教
員：

川
内

教
彰

教
授
）

二
〇
一
七
年
九
月
二
十
六
日
受
理

一
八

『
空
性
法
親
王
四
国
霊
場
御
巡
行
記
』
に
つ
い
て
（
石
丸

禎
）


